
１．はじめに

現代社会を構成する単位としては，企業以外の大

部分が消費経済単位であり，一方の企業は，物品や

サービスを我々に提供する重要な生産組織体として

存在する。生産組織体の経済活動は，限りある資源

を取得し，有効活用する活動であり，こうした企業

の諸活動は，企業構成員と利害関係者との間で行わ

れている。そのため，企業は自らの活動について説

明責任を果たすために複式簿記を用いた財務記録情

報の開示を行うことになる。

対して，我が国では，国の活動について説明責任

を果たせる財務諸表がなかった。それなのに，これ

まで国を運営してきたのである。ところが近年，公

的部門への会計制度について社会が求めるニーズの

多様化，価値観の多様化といった環境変化を大きな

要因として変化が見られるようになった。それは，

公的部門が行う活動の効率性を反映させれるよう

に，発生主義に基づく財務情報の開示が求められる

ようになったことである。さらに，各種の公的部門

の会計が提供する財務情報について共通の方向で変

化をおこし，かつ，各種の部門間の比較を行う機会

が増えることにより，共通の統一された会計基準の

必要性も求められる。共通の会計基準に従った財務

情報であることは，情報利用者に情報の比較可能性

を高めることに繋がる。

企業会計的手法の導入，いわば企業会計のように

発生主義概念と複式簿記をそのまま援用すること

は，企業会計の諸概念や会計処理によって説明でき

ない公的部門会計特有の課題を浮き彫りにすること

ができる。本稿では，損益認識基準としての発生主

義や活動を記録・表示・計算する簿記がどのような

役割を果たすのかを考察することで公的部門への企

業会計的手法の導入意義を考えるものである。
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ABSTRACT

The majority of contemporary society, except enterprises, or economic production units, are eco-
nomic consumption units. Enterprises exist as an important production organization body that pro-
vides us with articles and services. The economic activities of enterprises are done between stake
holders or those who have an interest in the enterprise that are called enterprise composing mem-
bers. Therefore, the disclosure of financial statements that use double entry bookkeeping to accom-
plish the corporate accountability is required.

The accounting system for the public sector is also required to change, due to the diversifica-
tion of the needs of the society and the diversification of the sense of values, etc. Therefore, to re-
flect the efficiency of the business, account information based on an accrual basis has come to be
required.

In this paper, the author analyzes the introduction of the accrual basis and double entry book-
keeping, which are corporate accounting techniques, for the public sector.
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２．会計の役割

２－１ 会計と企業

資本主義経済の発展につれて，企業は大規模化し

てきた。企業が巨額の資本によって営まれること

で，企業活動は複雑化することになりそのため秩序

ある経営が要請されるようになった。例えば，的確

な事業活動の計画とその統制ということが合理的経

営に不可欠な要素として求められるようになる。そ

うした企業の状況に対して，会計が重要な役割を果

たすのである。

会計の役割は，次の３つを基本的なものとする。

第一に，経済主体（構成員および利害関係者）がそ

の経済活動を合理的・計画的に営むための手段，第

二に，経済財を管理しまたは運用することを委ねら

れた者がこれを所有しまたは支配する者に対してそ

の管理・運用に関する責任つまり受託責任を明らか

にするための手段，第三に，経済主体が生産または

保有する財をその構成員または利害関係者に分配す

るための手段である。

これらの役割を果たすためには，簿記の記録計算

機能によって整備された各種資料が役立つのであ

る。そのことは，大企業のみならず中小・零細企業

さらに国・地方自治体においても秩序ある計算制度

が等しく要請されるので，経済主体と簿記とは密接

不可分の関係である。資本主義経済の担い手である

企業の活動が，活発化すればするほど簿記の必要度

はそれに比例してますます高まるのである。

会計が生み出す情報の利用は，会計主体の内部に

おける利用とその外部における利用の２つに分けら

れる。内部における利用とは，会計主体自らが自己

に関する会計情報を経営や管理のために利用するこ

とを意味する。ここでの会計情報の関係者は，会計

主体の経営者や管理担当者である。一方，外部にお

ける利用とは，上記以外の様々な目的で利用される

ことを意味する。ここでの会計情報の関係者は，出

資者，債権者，取引先，投資家，消費者，住民など

広範囲の人々である。

上述のような区別は，会計をさらに内部報告会計

と外部報告会計という２つの下位領域に区分する。

内部報告会計とは，「会計情報の内部的な利用を念

頭において実施される会計」１である。一般に管理

会計（Management Accounting）と呼ばれ，専ら企

業の経営や管理のために行われるために，プライ

ベートな会計（Private Accounting）という性格であ

る。他方，外部報告会計とは，「会計情報の外部的

な利用を念頭において実施される会計」２である。

組織の内部的な経営や管理以外の様々な目的に役立

つ会計情報を経営体外部に報告するための会計であ

る。主に，外部からの資本調達のために実施される

会計なので，一般に財務会計（Financial Accounting）

と呼ばれ，外部報告会計の中心的な部分を形成す

る。

しかし，［外部報告会計＝財務会計］という捉え

方は，外部報告会計の新しい発展や拡大の可能性を

考える上でも窮屈なものになる。例えば，従業員の

ための会計，住民のための会計，環境会計，公的部

門の社会的責任を明らかにする会計，など様々な新

しい会計領域が認識されてきているからである。そ

うした新しい外部報告会計の分野をさらに発展させ

るためにも，「すべて財務のための会計に帰着また

は収斂すると考えることは妥当ではない。」３

財務情報は，経済主体の歴史的記録を行う簿記に

よって成り立つ。簿記の発生由来は，１）記憶力の

有限性，２）責任の明確化である。我々の社会は，

自給自足から生産物の交換を行う物々交換の時代へ

と進展し，そして物々交換が物品貨幣または秤量貨

幣４を生ぜしめ，その後富を意識する時代へと発展

する。しかし，当初，日常の生活が単純で蓄積され

る富も僅少のためわざわざ記録する必要がなく，未

だ記帳の必要性は十分認識されず人間の記憶力で十

分処理することができた。

ところが，貨幣による交換が盛んになると分業を

伴う結果を生み出し商人が現れた。そして，我々が

財貨の所有を意識するようになることで，いわゆる

所有財貨および日々の経済活動を記録し，将来の行

動に役立たせるように配慮するようになったのであ

る。このようなことから記帳の発生由来を考えれ

ば，当然の結果として簿記の意義が認識できる。

簿記とは，「主として事業においてその事業活動
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によって生ずる財産の増減変化を貨幣単位によって

記録・計算・整理し，その結果として事業の成果お

よび財政状態を利害関係者に伝達する技法であ

る」５といえる。どのような種類の経済主体であっ

ても，その財産変動の内容と結果を数値的に明確に

把握しようとする場合，あるいは，それを組織の構

成員または第三者に報告する場合に，何らかの方法

による簿記をもたなければならない。

２－２ 簿記の目的

簿記の目的は，「１）財産変動の事実を正確に記

録し，２）財産保全に役立つとともに，３）一定期

間における事業活動の成果および一定時点の財政状

態を明らかにする。４）かつ，営業成果および財政

状態を公告する」６ことである。簿記は，このよう

な記録の職能を基本的職能として発生したものであ

り，簿記における計算の中心をなすものは損益計算

である。その計算過程において損益の発生と原因を

明らかにすることができる。

簿記における記録・計算・表示はすべて貨幣額に

よるのであって，例えば，�・�・�などの物量単

位ではない。しかし，貨幣額によらなくても記録・

計算・表示することはできる。けれど，簿記では記

録・計算・表示のすべてについて共通の尺度が必要

となるので貨幣額を用いて行うことになる。

記録・計算・表示がなぜ必要であるのか。経済活

動が複雑でなくまた回数も少なければ日々の取引を

記録することなく，記憶によるものだけで十分であ

る。しかし，取引回数の増加により複雑性が増すた

めに帳簿に記録することが必要となる。

２－３ 簿記の種類

どのように簿記が行われるかという観点，すなわ

ち，まず，計算機能から簿記を分類すると単式簿記

と複式簿記とに分けられる。単式簿記とは，「財産

変動の事実を，原因と結果とを分離して観察し，そ

れぞれ一方的な面のみを記録対象とする」７簿記で

ある。「単式簿記は，複式簿記にみられる記録・計

算の有機的・組織的関連はみられない。」８換言すれ

ば，単式簿記は，「『在高計算』のみを行う簿記であ

り，したがって『損益計算』はきわめて不完全にし

か行われない簿記」９であり複式簿記の省略型とみ

ることができる。

公的部門は，一定の収入を前提としてどのように

配分して支出することが最も合理的であるのかを考

える。そのため，現金の収入・支出及びその差額で

ある残高を明らかにすることで十分目的を果たすこ

とができる。すなわち，複式簿記に依らなくても単

式簿記で十分役割を果たすことができる。その他に

単式簿記で十分である理由としては，企業のように

利益の獲得を目的としない点に特徴がある。

一方，複式簿記とは，「財産変動の事実を原因と

結果の表裏の関係から観察し，それぞれ二面的記録

計算を行なう仕組みの簿記」１０であり，「組織体の継

続的な経済活動を，フロー（flow）とストック（stock）

の両面から測定し伝達するプロセス（過程）」１１であ

る。複式簿記は単なる記帳の技術ではないのである

が，この複式とはどのような意味であるのか。

複式とは，「『在高計算』と『損益計算』という２

つの異なる計算を同時に行うこと」１２を意味する。

複式簿記においては，計算過程の上で常に原因と結

果の金額を照合し，記録の正確性を期する。このよ

うな仕組みは，自動的検証能力を自ら保有する極め

て優れたものである。複雑多岐にわたる事業活動を

継続的に営む企業にとっては，自動的検証能力を有

する複式簿記の適用は，企業目的の達成のためにも

不可欠の計算技法である。

次に，簿記を使用する各種経済組織体の如何から

分類すると，営利事業簿記（profit−making business

bookkeeping）と非営利事業簿記（non−profit business

bookkeeping）に区分される。さらに，この分類は

企業簿記と非企業簿記とに区分できる。

１営利事業簿記

１）商業簿記（commercial bookkeeping）

２）工業簿記（industrial bookkeeping）

３）銀行簿記（bank bookkeeping）

４）農業簿記（agricultural bookkeeping）

５）倉庫簿記（warehousing bookkeeping）

６）運送簿記（transportation bookkeeping）

７）保険簿記（insurance bookkeeping）
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８）その他

２非営利事業簿記

１）官庁簿記（government bookkeeping）

２）家計簿記（domestic bookkeeping）

３）その他

２－４ 単式簿記と複式簿記

簿記は，［資産－負債＝資本］という恒等関係に

立脚して成り立っている。企業会計においては，損

益計算を貸借対照表と損益計算書の両方において，

しかも相互に有機的な関係をもって行われ，その計

算結果も一致する。このような利潤計算方法は，簿

記による勘定記録を基に行うこともできるし，財産

の実際有高だけを基礎として行うこともできる。だ

がこの２つの計算方法は，利潤が如何なる原因によ

り生じたものであるのかを明らかにできない。利潤

発生の原因を明らかにするためには，継続的な資本

の運動記録が必要である。そして，これまで継続的

な記録は複式簿記に限られ，単式簿記では利潤の発

生原因を分析できないので，損益計算は出来ないと

考えられてきた。

しかし，藤田芳夫はこの考え方に疑問を呈してい

る。複式簿記は，収益と費用の２つをそれぞれに属

する勘定によって継続的に集計する。けれど，「利

潤計算方法としての損益法という概念自体は収益と

費用の対応以前に両者の分類集計が継続的記録の上

で完了していることを必然的要件とするものではな

い」１３と述べ，その根拠として，複式簿記の損益法

においても決算整理の必要性を挙げている。結局，

財務記録に複式簿記を用いても算出した利潤を非簿

記的財産法によって修正しなければならないのであ

るから，複式簿記は，利潤計算の道具として不完全

なものであるといえる。よって，不完全さという点

で単式簿記と同じということになる。

単式簿記と複式簿記はどこが異なるのか。簿記

は，先ず現金出納簿記から始まったと考えられる。

つまり，最も基本的な簿記は単式簿記である。現金

出納簿記の本来の狙いは，利潤の計算よりも，むし

ろ，現金という最も重要な資産を管理することであ

る。出納帳を継続的に記録するのは，１）管理上，

現金の箇々の増減原因を明らかにする，２）現金の

実際有高と記録上の残高をたえず照合して管理す

る，３）箇々の取引についての照合ではなく，締切

時点現在の帳簿残高とその時点における実際有高を

照合するためである。出納帳の財産管理は，元来現

金だけに限定されており，そこには現金以外の物は

存在しない。そのため，現金の管理さえ正確に行わ

れていればよいのであって，現金以外の物は，すべ

てその管理対象から除外される。また，出納帳の個

別的管理も，一定の期間における増減運動の全体に

対して発揮されるその期間的・全体的管理も共にア

カウンタビリティの証明を本質としたものである。

しかし，債権・債務を含めて将来における現金の増

加又は減少になる流れを明らかにすることが必要に

なる。

複式簿記は，「記帳（帳簿への記入）を必要とす

るすべての行為および事象について，例外なく二面

的記入を行うところの簿記であり，しかも，その二

面的記入のルールが機構的・原理的に確固とした基

礎の上に形成されているもの」１４である。しかし，

この二面的記入ということは，複式簿記の形式的な

特徴にすぎない。むしろ，このような形式を通して，

財産の正味増減量を二面的に計算するような仕組み

になっていることに複式簿記の実質的特徴，その本

質が認められるのである。

単式簿記は，上記のような意味での二面的記入の

ルールをもたない簿記である。したがって，その記

入に原理的な仕組みの見られない簿記である。単式

簿記の形態で最も単純かつ一般的な現金出納帳だけ

の記帳では，すべての事象が現金の収入または支出

という一面でしか把握・記帳されない。しかし，単

式簿記のより複雑な形態では，記帳対象が現金だけ

ではなく債権・債務さらには商品その他の財産にま

で拡張される。このような場合には，ある種の事象

について二面的記入が行われることがある。けれ

ど，その二面的記入が記帳対象の複数化にともなう

偶然の産物であり，例外なきルールにまで高められ

た仕組みをもたない限り，すなわち，一部の事象は

二面的に記入をするが他の事象は一面的にしか記入

されないという事情が存在することになるので，そ
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のような簿記は単式簿記であると考えられる。

要するに，複式簿記と単式簿記の違いは，「記帳

対象の種類が多いか少ないか」１５，したがって，「記

帳手続が複雑かどうかということ自体にあるのでは

なく，記帳が例外なき二面的記帳のルールによって

行われるかどうか，記帳組織がそのような原理的仕

組みをもって構成されているかどうか」１６という点

にある。

そして，簿記の基本的機能であるアカウンタビリ

ティの観点からみると，「複式簿記は単式簿記が持

っている簿記の財産管理機能を，計算と計算の照合

という形で一箇の『完成した統一体』（Integrated Sys-

tem）に結晶させ，計算結果に対し極めて強いアカ

ウンタビリティを持たせたもの」１７であり，一方，

単式簿記は，発達した形態にあっても複数の財産に

対する幾つかの会計記録がそれ自体としては統一化

（Integrate）されていないので，単式簿記と複式簿

記の相違は自動的検証機能を有するものであるかど

うかという点にもある。

３．認識基準―現金主義，半発生主義，発生主義―

３－１ 損益の認識基準

企業会計における損益計算は，単純に一会計期間

に得られた収益と同期間中に費やされた費用とを算

定し，この両者を比較することで正確な経営成績を

反映した期間損益を算出する。企業の期間損益は，

一会計期間に発生した収益と費用を分類，整理，集

合させることで得られる。そして，その発生源泉別

に把握する手段となる収益と費用の認識基準は，次

の３つが考えられる。

１）現金主義（cash basis）：回収基準・支

出基準

２）半発生主義または義務主義（obligation

basis）：実現基準（第二‐三‐B）・売却基準

３）発生主義（accrual basis）：生産基準・

消費基準

現金主義は，信用取引が行われていない経済社会

において採られた認識基準である。その後，信用取

引が発達するにともない現金の収支だけでは正確な

期間損益の算定が行えなくなってきた。さらに，保

有する固定資産の割合の増大によって，現金主義に

よる損益計算が企業の実態に適合しないという事態

になった。そこで，この事態を改善するために半発

生主義という認識基準が生み出され，さらに，発生

主義へと発展する。信用取引の発達とともに費用の

発生は現金の支出時点において認識することができ

るが，さらに，将来現金の支出をもたらすべき義務

の発生時点においてもこれを認識することを要求す

るに至ったのである。

３－２ 現金主義

現金主義とは，「収益・費用を現金収支に事実に

もとづいてその現金の収入・支出があったときに収

益・費用を捉えようとする基準」１８である（ただし，

現金の収支すべてが収益・費用となるわけではな

い）。この利益計算方法について桜井久勝は，「この

利益計算が非現実的であることは改めて指摘するま

でもない」１９と述べている。その理由として，第一

に，「成果と努力の対応づけが適切に行われていな

い」２０ことを挙げ，第二に，「収益の計上時点が不必

要に遅らされる」２１ことを挙げている。企業の経営

活動の成果の観点からは，顧客に商品を引渡すこと

が最も重要な活動であると考え，代金の回収は付随

的な活動と捉えているのである。したがって，適切

に成果を把握するには，「収益を販売時点で認識す

ることが不可欠である」２２と述べている。

しかし，現金主義は，恣意的判断や主観が介入す

ることなく，それに，未実現収益が計上される余地

もまったくない。損益計算の収益・費用の認識を現

金の出入という「『簡便性』，『確実性』，『確証性』，

『安全性』（計上利益に対する資金的裏付けの存

在）」２３等の点で極めて優れたものである。だが，損

益の正しい期間帰属，いいかえると期間損益計算の

合理性という点で問題がある。

信用取引を行うと一期間において費やされた経済

的価値（費用）とその効果（収益）とが直ちにその

期間の支出となり収入となって表れるとは限らな

い。ただし，「現金主義によるときは，金額的には，

もっとも確実な損益計算が可能」２４である。長期的
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にみると，その計算の結果を後に訂正する必要がな

いのが普通である。したがって，信用取引が全く行

われない場合，あるいは企業の経済規模が未だ小さ

い場合などは，現金主義を採用しても問題ない。

しかし，今日では信用取引が盛んに行われている

ので，そこでの損益計算は，現在時点の収入・支出

だけでなく，過去・未来の収入・支出に基づいて，

当期の収益・費用として発生しているものを認識し

ようとする特徴がある。そこで，現金収支に無関係

に，発生の事実にもとづいてその発生した期間に収

益・費用を計上する発生主義（第二‐一‐A）の考え

方が採られることになる。

３－３ 半発生主義

現金主義から発生主義に移行する過程として，そ

の中間に半発生主義（義務主義）を考えることがで

きる。半発生主義は，現金主義を基礎としながらも

現金主義のもつ欠陥を解決しようとした試みである。

半発生主義では，「単に現金収支をもって損益計

上の基礎とするのではなく，これに加えて将来受取

られるべき現金収入（つまり売掛金や受取手形，未

収金のごとき金銭債権の発生）および将来支払うべ

き現金支出（つまり買掛金や支払手形ごとき金銭債

務の発生）も損益計上の基礎」２５とするものである。

このように権利義務の発生を損益計算に採り入れる

ことによって，現金による借入を収入であり収益で

あると同時に将来の支出義務を発生するものである

から費用としてもみることができる。これらは「損

益に対して中立的な交換取引」２６であると考えられ

る。また，売掛金や買掛金の発生が将来における収

入・支出をもたらすので，収益および費用として計

上される理由も明らかとなる。同様に，固定資産の

買入れは買入れた時に費用が発生するものとして認

識する。財貨の受渡しが収益・費用の発生を認識す

る基準となる。これによって期間損益計算は現金主

義から前進することができる。

しかし，現金主義より前進した半発生主義ではあ

るけれども，依然として固定資産の使用に伴う費用

の発生については，未だ満足な解決が出来ずにい

た。債権・債務の発生・消滅や棚卸資産の売買に関

する取引については，半発生主義による会計処理が

そのまま期間損益計算に適用されても大きな不合理

を生ずることはない。しかしながら，長期間に亘っ

て費用化する資産に関する費用を正確に各期間に配

分する方法を採ることは困難である。半発生主義の

下では，棚卸資産はもちろん固定資産についても費

用の認識は取得法（acquirement method）２７・取替法

（replacement method）２８・廃棄法（retirement method）２９

などの方法によって行われる。これらは財そのもの

に関する所有権の変動に基礎をおく費用認識の方法

である。長期間の費用配分は減価償却という消費基

準，すなわち発生主義による費用認識の基準が採り

入れられて初めて正確な費用計算が可能となるので

ある。

３－４ 発生主義

現金主義がもつ欠陥の幾つかは半発生主義によっ

て解決できたが，収益・費用の対応関係については

未だ不明瞭な点などの問題が残るので，それらの欠

陥を無くすために発達してきた認識基準が発生主義

である。

発生主義とは，一期間的収支の有無とは無関係に

財貨・用役の消費をもって費用とし財貨・用役の対

価の成立において収益を認識するという基本原理で

ある。発生主義における「『発生』は，典型的には，

未実現であるにもかかわらず，収益・費用および資

産・負債が計上される」３０ことである。発生主義の

もとでは，収益を経営活動の成果と関連する重要な

事実が生じた時点で認識する。ここで重要な事実と

は，一般に販売取引の成立に伴う商品の引渡しや

サービスの提供である。他方，費用も経営活動の過

程において収益獲得のために財貨・サービスを消費

した時点で認識されることから，現金主義に比べて

発生主義の利益が，「当期の経営成績をより適切に

測定していることは明らか」３１であると考えられる。

『企業会計原則』において，「すべての費用及び

収益は，その支出及び収入に基づいて計上し，その

発生した期間に正しく割当てられるように処理しな

ければならない」（第二‐一‐A）としている。この

規定は，収益と費用を発生した期間に計上すること
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を要請するものである。しかし，この文言では正し

く収益・費用を割当てるための具体的な会計処理方

法についてなんら言及していない。

収益は実現主義，費用は発生主義によって認識さ

れるけれども，「発生主義の概念は，それ程明確な

ものとはいえない」３２のである。なぜならば，発生

主義は価値増加の事実と価値減少の事実が発生すれ

ば，収益と費用を認識すると解されているが，単に

価値増加の事実が企業内で発生しただけでは，客観

性と確実性に欠けるので，収益については，実現主

義によって事実が発生してから認識するという制限

を設けているからである。

こうした考え方は，発生主義という基本的な原則

があり，それを制限する実現主義があることによる

けれども，価値増加・価値減少の事実を何に求める

かによって発生主義というものは如何様にも変化す

る。例えば，価値増加の事実を現金の流入，価値減

少の事実を現金の流出にもとめると，これは現金主

義となる。これに対して，価値増加の事実を測定可

能な状況の存在とすれば，時価上昇の事実をもって

収益として認識され，発生主義による収益の認識と

なる。そして，価値増加の事実を販売にすると実現

主義になる。

収益と費用の認識に関して，通常，収益の認識に

合わせて費用の認識を行う。収益は客観性・確実性

が求められるので比較的確実に把握できる収益を中

心に考えたのである。それに，費用収益対応の原則

（principle of matching costs with revenues：第二‐

一‐C）を実現させようとすると，費用をもとめて

からそれに合う収益を決定するよりも，収益をもと

めてからそれに合う費用を決定する方が容易に行え

ることも考えられる。

正確で確実な期間損益の計算を行うために期間収

益は先ず収益となるべき財または役務の提供の時に

計上する実現主義の基準による。そして，これに対

して既に確定している費用の額からその期の収益の

ために要した部分を期間費用として計上して，両者

を比較計算する。現金の収入・支出に基づいて記帳

し，収益・費用の勘定記入の中で当期から控除しな

ければならない期間外の収益・費用または当期の収

益・費用として計上しなければならないものが発生

しているものもある。そこで，発生主義によって当

期に属する分と次期に属するものとを整理する。こ

れを収益・費用の見越と繰延という。この収益・費

用の見越・繰延には，未収収益（accrued revenue）・

前受収益（deferred expense）・前払費用（prepaid ex-

pense）・未払費用（accrued expense）がある。

しかし，先に費用を認識しこれに収益が合うよう

に認識することも理論的には十分あり得る。通常，

販売の時点で収益を認識しているが，本来，収益は

販売の時点において一気に形成されるのではなく，

生産活動の過程の中で徐々に形成されていくものと

考えるべきである。すなわち，生産販売の過程では

様々な活動が行われており，これらの諸活動は企業

の保有する資源を費やすことで遂行され新たな価値

の増殖過程を構成するのである。通説の教えるとこ

ろは，生産の時をもって収益・費用の発生を認識し

ない。生産主義否認の論拠は，「もっぱら実
�

践
�

的
�

観

点」３３からである。この考えに従うと測定という問

題になった時，大きな問題を孕むことになる。

まず，費用の測定に関して，多くの販売費および

一般管理費の支出額は短時間で新しい価値の創造に

利用されると考えられるのですべて費用として計上

し，これを集計すれば費用の把握は出来る。しかし，

固定資産への費用の把握やサービスを提供された場

合のその効果がその会計年度のみでなく繰延資産に

なるような場合の費用の把握は容易でない。さら

に，これらの費用が生じたことによってもたらされ

た収益については，推定するしかなくその推定につ

いても多くの困難を伴うことになるからである。

４．公的部門における財務書類の意義

４－１ 財務書類と財務報告

財務書類とは，一会計期間の運営活動を包括的に

コンパクトに表したものであり，財政状態の情報を

開示する手段として不可欠なものである。そのた

め，国・地方自治体においても財務書類の作成が要

請される。

公的部門の財務書類の作成目的は，１）財務報告
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利用者による公的部門の説明責任の遂行状況の評価

に資すること，２）財務報告利用者の合理的な意思

決定に役立つことである。公的部門は，民間企業と

同じように資源を経済的，効率的に使用し，そして

住民ニーズに沿った効果的なサービスを継続的に提

供することを目的とするが，企業と大きく異なり福

祉の増進を図るという目的も有している。そのた

め，公的部門の業績は，民間企業のように利益のみ

で計ることはできない。公的部門の運営評価を測

定・評価するためには，現在のサービスを継続的に

提供することが可能であるか否かの判断に資するた

めの財政状態や当期の支出・費用を賄うのに十分な

収入・収益があったか否かの情報が必要となる。

したがって，説明責任と意思決定に役立つ情報を

提供するために，非財務情報と財務情報の２つの情

報を開示する必要がある。ここでの財務報告利用者

には，財務報告主体自身も含まれており，自ら作成

する財務報告を利用することで運営管理目的が有効

かつ十分に実施される。その際に，企業会計的手法

である発生主義に基づく財務報告を行う事で，組織

運営の全体像を多角的に捉える事ができる。つま

り，発生主義を採用することで，広い範囲を管理対

象，インフラ・人的資源等までも測定できるので，

財務報告主体がその管理する経営資源についての情

報を十分に把握して，開示することができる。特に，

業績評価という面では，単式簿記・現金主義に基づ

き作成される財務情報は，十分な情報を提供できな

い。

また，公的部門は，企業と同じく自らの運営につ

いて説明して責任を明らかにする義務を有してい

る。そのため，公的部門がアカウンタビリティを果

たすために会計情報を開示することになる。アカウ

ンタビリティとは「自らの行動を説明する義務があ

ること，自らの行動を正当化する義務があること」３４

である。公的部門が負うアカウンタビリティは，企

業が負うアカウンタビリティよりも重いものと考え

られるので，特にパブリック・アカウンタビリティ

と呼ぶ。

公的部門の存在理由は，市場での完全競争が達成

されたとしてもパレート最適が達成されない状態，

すなわち市場の失敗に依拠する。そして，公的部門

の存在意義は，営利企業に担わせることが経済資源

の最有効利用にならない社会的サービスの提供にあ

る。そのため，会計情報の一般化に伴い組織の存在

意義や事業内容，財政状況を判断するために事業の

効率性を反映した情報が重要となる。しかし，公的

部門に利益という尺度は考えにくく，しかも，公的

部門の負う責任が広範囲に及ぶので，非財務情報も

含んだ情報開示が求められることになる。

これまでに作成された財務書類は，過去の決算統

計から作成されるので特にインフラ資産の内訳明細

がなく，「『取得原価』に基づいて貸借対照表への計

上が行われており」３５，情報開示の目的に適合する

としても，「インフラ資産を含めた時価による資産

情報などの現在の財政状態が分からない」３６ため

に，運営管理目的に活用する場合の検討課題と考え

られてきた。つまり，「取得原価に基づいて統計的

に作成された貸借対照表を公表することは，『何の

ために貸借対照表を作成したのか』という疑問には

答えられない」３７のである。したがって，作成され

た財務書類に基づいた公的部門の財政改革の方途が

鮮明に，しかも具体的に示されてこそ，初めて財務

情報利用者は財務書類を作成した有効性について理

解できるようになる。しかし，どのようにそれを利

用するのか分からないことが多く，国民一人一人の

理解がまだ足りていない現状である。さらに，「形

ばかり発生主義的な書類を作ったとしても，魂がこ

もっておらず，有効に機能していない」３８とか，「自

治体の財政担当者の本音の部分では財政分析への活

用ができないことは本能的にわかっている」３９と述

べる者もいる。

しかし，従来の財務報告にはなかったストックに

関する情報が統計的手法によるものとはいえ財務書

類上で提示されるということは，公的部門の情報開

示において各段の進歩といえる。これまで開示され

てこなかった情報を我々と共有して現況を直視する

ことで，新たな活路を見出すことができるようにな

るので進めるべきである。
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４－２ 財務記録

財務書類の多くは単式簿記によって記録をされて

きたが，このことは，１）重点が予算制度に置かれ

ていること，２）決算が議会の認定で済むこと，３）

財政状態の開示というインセンティブがなかったこ

とに関係する。予算との対比としての決算の計算が

目的であり，この場合，歳出において財を受取行政

サービスに投下することは企業と同じ流れである

が，投下量を超える貨幣回収が要請されない。歳入

は，一方的な価値流入である。したがって，歳入・

歳出に非等価交換が存在しないので一方的価値流動

を金額で表すだけになる。仮に等価交換が行われた

としても，基本的に現金決済であるために，二面的

計算における一方は必ず現金の増減となる。なの

で，歳入・歳出予算を仮に複式簿記としても，必ず

片側が現金勘定で記録されるので，単式簿記と同じ

記入になる。そのため，簡易な計算システムとして

単式簿記が採用されるのである。

さらに，発生主義が確立されなかった事由は，公

的部門の運営努力に対する成果が因果関係をもって

反映されないことにあると考えられる。成果を気に

することなく運営するという前提であれば，費用の

期間配分を要さず単に貨幣支出の事実のみを記録す

るだけに留まる。この結果，期間衡平性の査定に必

要な情報の欠如が生じることになる。期間衡平性

は，公的部門の責任の重要な一部であり，行政運営

の基礎である。現金主義による記録では，期間衡平

性の査定に必要な情報が提供されないという不具合

が生じるのである。

しかし，現金主義は詳細な会計知識を要しない点

で，財務情報利用者の理解可能性が高く，また，財

務情報作成者にとっては，現金主義による情報収集

は容易なものであり，その作成・提供コストは低く

抑えられる。そして，現金主義は，現金の収支とい

う客観的な事実により会計記録を行うので，見積や

判断が介入せず，客観性・確実性・検証可能性に優

れている。

けれど，現金主義では，「�全ての資産情報を提

供しないこと，�全ての負債情報を提供しないこ

と，および，その結果として�財政情報を適切に評

価する基礎を提供しないことが挙げられる。さら

に，報告期間の�活動コストを示さないこと，その

ため，行動活動の�経済性，効率性，有効性の評価

の基礎を提供しないこと，�財務業績（financial per-

formance）を適切に示さない」４０といった限界が挙

げられる。だが，現行の議会承認を受け，その結果

を決算として議会の認定を付すという制度であるな

らば，単式簿記でも合理性を有する仕組みである。

しかも，会計年度独立の原則（財政法第１２条）に従

った運営が行われたことを歳入・歳出決算におい

て，期間収支の均衡状況により金額計算次元で報告

することになる。このような状況ならば，単式簿記・

現金主義であっても問題ない。

企業は，利益獲得のために貨幣投下を行い投下量

を上回る貨幣の回収を目指す。この上回る貨幣量を

把握するために複式簿記による二面的計算が有効な

のである。一方，公的部門は，国民に対する対価を

伴わない財・サービスの提供を行うことを目的とし

ている。このことを価値の流れで追うと，財の購入

に対しては企業と同じく二面性が存在している。し

かし，財・サービスの提供には一面的価値移動しか

見られないので，会計主体の努力と成果に直接的な

関係が存在しない。したがって，複式簿記による貨

幣差額を計算するという要請が生じないのである。

ここでの会計の目的は，「適正で持続的な公的サー

ビスの提供とそのための必要な財務構造がいかにあ

るべきか」４１ということである。そのため，企業会

計のように期間損益計算に必要な取得原価に固執す

るということにならない。

財務情報の開示という面が強調される昨今におい

ては，必然的に複式簿記による記帳を行わざるを得

なくなる。そこで，このような現金主義の限界を克

服するためのものとして発生主義を採用しようとす

る動きが盛んになった。発生主義に基づく財務報告

の作成・報告のメリットは，１）財務報告の外部利

用者がアカウンタビリティを評価し，意思決定を行

ううえで有用な情報を提供できる，２）内部利用者

がより良いマネジメントを行うための意思決定に有

用な情報を提供できる，ことにある。発生主義に基

づく会計情報の提供を行わなければ，財政状態の実
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態，収益・費用の発生状況，経済性，効率性に関す

る業績評価等，を明らかにすることは難しいと考え

られたのである。

そこで，すべての保有財産を把握するために，す

べての財産を掲載した財産目録を作成するとこの財

産目録は，作成コスト面だけでなく，「そのような

情報に果たしてどのような意味があるのか」４２とい

う点で問題になる。

複式簿記の導入は，転記および集計という機械的

な手続の際に誤謬の可能性がある手書き簿記には必

要である。しかし，現在のコンピュータ会計には不

可欠ではない。なぜならば，「複式簿記の検証能力

は，記録と事実の検証ではなく，あくまでも記録と

記録の検証にすぎない」４３からである。複式簿記で

は資金の動きと資産・負債の動きが同時に記録され

る。現金主義では現金の動きだけを表したものにな

るので，資産台帳の動き（取得，売却）と単式簿記

による記録が連動することがない。

これまで複式簿記を採用してこなかった分野にお

いて，財務情報がどのような意思決定に役立つ情報

となるかを明確に導き出すことは困難である。当

然，非財務情報を含む統計データであっても意思決

定に役立つ。そして，企業と公的部門では経営のあ

り方，目的に相違がみられるので，その経営にあっ

た会計制度にするべきであり，企業会計と会計制度

を違えても問題はない。公的部門の財務報告に求め

られる情報は，財政状態とその変化，長期的観点か

らの資金収支状況といった多岐に及ぶことになる。

また，単に損益把握などという観点から離れた公的

部門における活動のサービス・コスト，効率性およ

び有効性が中心課題となるのである。

５．おわりに

企業会計的手法としての発生主義・複式簿記をそ

のまま公的部門へ持ち込むことは，企業会計の諸概

念や会計処理によって説明できない公的部門特有の

課題を浮き彫りにすることができると考え，企業会

計における発生主義・複式簿記がどのような役割を

果たしているのかを再検討してきた。

会計の役割は，１）経済活動を合理的・計画的に

営むための手段，２）受託責任を明らかにするため

の手段，３）生産または保有する財を分配するため

の手段である。これらの役割を果たすためには，簿

記の記録計算機能によって整備された各種資料が役

立つのである。そして，どのような種類の経済主体

であってもその財産変動の内容と結果を数値的に明

確に把握しようとする場合，あるいは，それを組織

の構成員または第三者に報告する場合に，何らかの

方法による簿記をもたなければならない。

公的部門における簿記は，すべてを貨幣額の尺度

で表すことはなく，すなわち，非財務情報をも含ん

だ情報を提供するべきである。そして，簿記の形態

はこれまで通り，単式簿記を採ったままでよいと考

えられる。単式簿記においても，記帳対象が現金だ

けではなく債権・債務さらには商品その他の財産に

まで拡張できるので，ある種の事象について複式簿

記のように二面的記入を行うことが出来るからであ

る。しかも，単式簿記は，利潤の計算よりも，むし

ろ現金という最も重要な資産を管理することに適し

ているからである。

たしかに，複式簿記は資産の動きと資産台帳が連

動するので，もしも両者が一致していなければ，ど

ちらかが間違っていることがわかり，しかも，その

二面的記入のルールが機構的・原理的に確固とした

基礎の上に形成されているので，相互検証機能を有

することが複式簿記の効用として強調される。

しかし，現金主義は現金の出入というきわめて確

実性，損益計算の簡便性，確証性，安全性等の点で

優れたものである。それに公的部門は，民間企業ほ

ど利益を重視されないことから，損益計上に恣意的

判断や主観が介入しない現金主義を採ることに大き

な問題はみられない。ただし，損益の正しい期間帰

属，いいかえると期間損益計算の合理性という点で

問題がある。さらに，期間衡平性の査定に必要な情

報の欠如が生じる。

公的部門は住民に対して福祉の維持，増大を目的

としているので，利益という単一の尺度では評価で

きない。また，発生主義に基づく財務情報が，開示

するために発生主義を採用することだけを主たる動
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機とするようになっており，開示さえできれば目的

が達成されたと捉えられている感がある。発生主義

はあくまでも測定の手段，運営の道具に過ぎないこ

とを認識しておかなければならない。

公的部門会計は，適正で持続的な公的サービスの

提供とそのために必要な財務構造が如何にあるべき

かということを扱う会計学の一分野である。したが

って，情報開示目的または公的部門の管理目的に合

った形で公的部門特有の会計基準を考えることがで

きるのであれば，公的部門への企業会計的手法の導

入意義があると考えられる。
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